
イオンモール明和で最低賃金と労働災害防止の広報活動を実施 

～令和 5年 10月１日から三重県最低賃金が時間額 973 円に～ 

 

 松阪労働基準監督署（署長藤田香）と伊勢労働基準監督署（署長古市泰久）は、令和 5年

9月 23 日（土）にイオンモール明和店で、10月 1日から適用となる三重県最低賃金（時間

額 973 円（前年比 40円 UP））と転倒災害をはじめとした各種労働災害の防止を周知するた

めの広報活動を行いました。 

 当日は明和町観光協会から「めい姫」も広報活動に協力していただき、広報用に用意した

300 セットほどのポケットティッシュやクリアファイルは１時間半ほどで配布し終えまし

た。 

  

 

         

       明和町観光協会の「めい姫」が応援に駆けつけてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金額を表示したポケットティッシュやクリアファイル、転倒災害防止を

呼び掛けるリーフレット等を配布し、県民に広く周知を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

広報を終えた「めい姫」と藤田松阪労働基準監督署長と古市伊勢労働基準監督署長 


